
「災害時等における協力体制に関する協定書」を JCBA東海地区協議会と締結
＜臨時災害放送局の開設・運用にあたっての協力体制を強化＞

総務省東海総合通信局（局長：長塩 義樹）と一般社団法人日本コミュニティ放送協会

（ＪＣＢＡ）東海地区協議会（会長：久田 五海（浜松エフエム放送））は、令和３年３月１０

日、東海総合通信局（名古屋市東区）において、大規模災害時等に被災者に対して避難

者情報や安否情報、ライフライン（電気・ガス・水道・電話）の被害・復旧情報、支援物資

の情報などを放送する「臨時災害放送局」の開設に関する協定を結びました。

臨時災害放送局は災害時に自治体が開設する FMラジオ放送局です。この協定では、

臨時災害放送局の開設時に課題となっていた、設備の設置、放送局の運用、アナウン

サー、放送用素材の編集等について、協議会の加盟社が可能な範囲で人材や技術面を

サポートする体制を明確化したものです。

協議会には、東海４県（岐阜、静岡、愛知、三重）のコミュニティＦＭ局３０社が加盟して

おり、総合通信局の対象地域にあるすべてのコミュニティＦＭと災害の協力体制を結ぶ

のは初めて。１０日の協定式では、東海総合通信局の長塩局長と協議会の久田会長が

協定書を交わしました。

東海総合通信局の長塩局長は「今後は、臨時災害放送局の開設・運用の手引きを策

定公表し、自治体・協議会の共同訓練を実施し、より実効性を高めてまいりたい」と話し

ました。協議会の久田会長は「本当に良い機会を与えていただいた。一つ一つのＦＭ局

は小さいがお互い助け合い、引き続き災害時にはいち早く市民へ情報提供ができるよう

努めてまいりたい」と話しました。

東海総合通信局では、引き続き、災害時における通信・放送の確保や早期復旧、平時

には災害に強いＩＣＴインフラの整備支援に取り組んでまいります。

お問い合わせ先：放送部放送課 ０５２－９７１－９３１３

写真：協定式 （左から JCBA東海地区協議会 加藤副会長（鈴鹿メ

ディアパーク）、久田会長（浜松エフエム放送）、東海総合通信局
長塩局長、今井放送部長）

写真：臨時災害放送局用機器



参考１

住民への情報伝達支援「臨時災害放送局用機器の貸与」 

◆ 臨時災害放送局とは
・ 災害が発生した場合に、地方公共団体等が住民への情報伝達手段として、臨時かつ一時の目的の

ために開設することのできる FMラジオ放送局です。

・ 地域ごとのきめ細かい災害情報を提供することにより、被害の軽減や被災者の生活支援に役立てる

ことができます。 

◇ 臨時災害放送局により住民に提供する情報（例）◇

・ 避難者情報、安否情報
・ ライフライン（電気、ガス、水道、電話）の被害・復旧情報
・ 支援物資の情報、給水、炊き出し、入浴施設等の救援情報
・ 被災者支援情報（仮設住宅や義援金の手続等）
・ 生活情報（病院の診療時間、商店・ガソリンスタンド等の

営業の有無、入浴情報等） 等

◆ 臨時災害放送局用機器 ◆

・総務省では、臨時災害放送局用 機器一式（アンテナ・送信機等）
を全国１１の総合通信局等に配備。

・災害時、地方公共団体等からの要請を受けて無償で貸し出します。

・平時にも、防災訓練や電波伝搬調査( ＊)等への貸し出しも可能です。 

(＊)平時にエリア調査を実施しておくと災害時に速やかに開設できますので、ご相談ください。

連絡先・問い合わせ先
総務省東海総合通信局放送課
名古屋市東区白壁 1-15-1
☎０５２－９７１－９１９８ 【休日・夜間等】 ０９０－６６１８－８３７４



参考２
臨時災害放送局の開設等にあたってのJCBA東海地区協議会との協力体制 
◆協定締結により、東海総合通信局と一般社団法人日本コミュニティ放送協会東海地区協議会（東海４県の全３０事業者が
加盟）が協力し、市町村等に対して臨時災害放送局の開設に必要な機材や人員などの相互支援を行う体制を構築。

支援体制

臨時災害放送局

放送局の設置 アンテナの設置等

市町村等

（株）エフエムたじみ 
76.3MHz（多治見市）

（株）シティエフエムぎふ 
78.5MHz（岐阜市）

（株）飛騨高山テレ・エフエム 
76.5MHz（高山市）

愛知北エフエム放送（株）： 84.2MHz
（犬山市・扶桑町・大口町）

（株）ＭＩＤ－ＦＭ： 76.1MHz
（名古屋市東区）

知多ﾒﾃﾞｨｱｽﾈｯﾄﾜｰｸ（株） 
83.4MHz（東海市、知多市）

（株）尾張東部放送：84.5MHz
（瀬戸市・尾張旭市・長久手市）

富士コミュニティエフエム放送（株） 
84.4MHz（富士市・富士宮市）

（株）シー・ティー・ワイ： 76.8MHz
（四日市市・菰野町）

（株）鈴鹿メディアパーク 
78.3MHz（鈴鹿市）

（株）アドバンスコープ 
83.5MHz（名張市）

（株）エフエム豊橋： 84.3MHz
（豊橋市、田原市）

エフエムとよた（株） 
78.6MHz（豊田市・みよし市）

（株）エフエムキャッチ： 83.8MHz
（刈谷市・安城市・知立市）

（株）エフエム岡崎 
76.3MHz（岡崎市）

浜松エフエム放送（株） 
76.1MHz（浜松市中区）

（株）ＦＭ島田：76.5MHz
（島田市・吉田町）

（株）シティエフエム静岡： 76.9MHz
（静岡市葵区、駿河区）

エフエムぬまづ（株） 
76.7MHz（沼津市）

（株）エフエムしみず 
76.3MHz（静岡市清水区） 

（株）エフエムみしま・かんなみ 
77.7MHz（三島市・函南町）

（株）エフエム熱海湯河原 
79.6MHz（熱海市・湯河原町）

エフエム伊東（株） 
76.3MHz（伊東市）

FMラインウェーブ（株）：76.8MHz
（可児市・美濃加茂市・御嵩町） 

※放送対象地域は( )内の市区町村の一部の地域。 

FMいちのみや（株） 
76.5MHz（一宮市）

西尾張シーエーティーヴィ（株）： 77.3MHz
（津島市・愛西市・弥富市・あま市・

大治町・蟹江町・飛島村）

（株）ＦＭいずのくに 
87.7MHz（伊豆の国市）

（株）ＦＭ ＩＳ 
87.2MHz（伊豆市）

（株）エフエム御殿場： 86.3MHz
（御殿場市・小山町）

（特）いなべエフエム 
86.1MHz（いなべ市）

コミュニティエフエム放送局




